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１ 【提出理由】

当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生い

たしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２

項第19号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

　

２ 【報告内容】

(1) 当該事象の発生年月日

平成24年10月31日（取締役会決議日）

　

(2) 当該事象の内容

当社は、平成24年10月31日開催の取締役会において、当社の連結販売子会社であるTEAC EUROPE

GmbH(以下、「ティアックヨーロッパ」といいます。)および TEAC UK LTD.(以下、「ティアック UK」と

いいます。）の一般AV機器（TEACブランド)、高級AV機器（ESOTERIC ブランド)の音響機器の事業をオ

ンキヨー株式会社(以下、「オンキヨー」といいます。）の子会社であるOnkyo Europe Electronics

GmbH（以下、「オンキヨーヨーロッパ」といいます。）に事業譲渡することについて決議いたしまし

た。

　

① 経緯および目的

当社は、平成24年１月20日に締結しましたオンキヨーとの資本・業務提携による施策の一環として、

オンキヨーのドイツ子会社であるオンキヨーヨーロッパを、欧州地域におけるTEAC、ESOTERICブランド

の販売代理店とし、同地域での両社のコンシューマオーディオ製品の販売一元化を進めてまいりまし

たが、更なる販売強化と事業の効率的な運営を目的として、このたび、当社の連結販売子会社である

ティアックヨーロッパおよびティアック UKのTEAC、ESOTERICブランドの音響機器事業をオンキヨー

ヨーロッパに事業譲渡することといたしました。これにより、オンキヨーヨーロッパの強力な販売力を

活かして、当社ブランドの欧州地域での更なる拡大を進めてまいります。

なお、音楽制作オーディオ機器（TASCAMブランド）、情報機器製品につきましては、従来どおりティ

アックヨーロッパおよびティアック UKにて販売を行います。

　

② 当該子会社の概要

名称 TEAC EUROPE GmbH

所在地 Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim，Germany

代表者 徳重  浩

事業内容 当社製品の販売

資本金 2,061千EUR

設立年月 昭和49年４月

大株主及び持株比率 ティアック株式会社  100％
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名称 TEAC UK LTD.

所在地
Suites 19 & 20, Building 6, Croxley Green Business Park，Hatters

Lane，Watford，Hertfordshire WD18 8TE，United Kingdom 

代表者 徳重  浩

事業内容 当社製品の販売

資本金 3,800千GBP

設立年月 昭和62年５月

大株主及び持株比率 TEAC EUROPE GmbH  100％

　

③ 事業譲渡先の概要

名称 Onkyo Europe Electronics GmbH

所在地 Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell，Germany

代表者 宮城  謙二

事業内容 オンキヨー製品の販売

資本金 430千EUR

設立年月 昭和47年７月

大株主及び持株比率 オンキヨー株式会社  100％

　

④ 譲渡価額

 3,290千EUR(約341百万円）　

　

⑤ 日程

平成24年10月31日          当社取締役会決議

平成24年10月31日          事業譲渡契約締結

平成24年11月１日          事業譲渡期日

　

(3) 当該事象の連結損益に与える影響額

本件事業譲渡により、平成25年３月期連結決算において約341百万円の特別利益を計上する見込みで

あります。

また、ティアックヨーロッパおよびティアック UKにて構造改革に伴う特別退職金発生見込額66百万

円、代理店解約損30百万円を特別損失として平成25年３月期第２四半期に計上いたしました。

以 上
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